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見直しに向けた研究課題等の洗い出し 

大分類Ｉ 輸送・機械運転従事者 

１ 説明 

機関車・電車・自動車・船舶・航空機などの運転・操縦の仕事、及びその他

の関連する仕事、並びに定置機関・機械及び建設機械を操作する仕事に従事す

るものをいう。 

２ 分類の体系 

Ｉ輸送・機械運転従事者 

鉄道・軌道の電車などの運転・操作 ･･･  60鉄道運転従事者 

各 種 自 動 車 の 運 転  ･･･  61自動車運転従事者 

船 舶 ・ 航 空 機 の 運 転 な ど ･･･  62船舶・航空機運転従事者 

転てつ・連結、船舶の甲板における仕事など ･･･  63その他の輸送従事者 

発電装置、クレーン、掘削機械などの操作・点検などの仕事  ･･･  64定置・建設機械運転従事者 

３ 第５回改定における見直し 

・旧大分類「Ｈ 運輸・通信従事者」及び「Ⅰ 生産工程・労務作業者」の再編

現行（平成 21年設定） 旧（平成９年改定） 備 考 

大分類 Ｉ－輸送・機械運転従事者 

60 鉄道運転従事者 

601 電車運転士 

609 その他の鉄道運転従事者 

61 自動車運転従事者 

611 バス運転者 

612 乗用自動車運転者 

613 貨物自動車運転者 

619 その他の自動車運転従事者 

62 船舶・航空機運転従事者 

621 船長（漁労船を除く） 

622 航海士・運航士（漁労船を除く）、

水先人 

623 船舶機関長・機関士（漁労船を除

く） 

624 航空機操縦士 

63 その他の輸送従事者 

631 車掌 

632 鉄道輸送関連業務従事者 

633 甲板員、船舶技士 

大分類Ｈ－運輸・通信従事者 

46 鉄道運転従事者 

  462電車・気動車運転士 

  461電気・ディーゼル機関士 

47自動車運転者 

  471バス運転者 

  472乗用自動車運転者 

  473貨物自動車運転者 

  479その他の自動車運転者 

48船舶・航空機運転従事者 

  481船長（漁労船を除く） 

  482 航海士・運航士（漁労船を除く）、

水先人 

  483船舶機関長・機関士（漁労船を除く） 

  484航空機操縦士 

  485航空機関士 

49その他の運輸従事者 

  491車掌 

  492鉄道輸送関連業務従事者 

  493甲板員、船舶技士 

旧 Hの一部、旧 Iの一部を

統合して新 Iへ 

旧 46を移設して新 60へ 

旧 462を分割して新 601へ 

旧 461、旧 462 の一部を統

合して新 609へ 

旧 47を新 61へ移設 

旧 471 を新 611へ移設 

旧 472 を新 612へ移設 

旧 473 を新 613へ移設 

旧 479 を新 619へ移設 

旧 48を新 62へ移設 

旧 481 を新 621へ移設 

旧 482 を新 622へ移設 

旧 483 を新 623へ移設 

旧 484、旧 485 を統合して

新 624 へ 

旧 49を新 63へ移設 

旧 491 を新 631へ移設 

旧 492 を新 632へ移設 

旧 493 を新 633へ移設 




